
 

太田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部を改正する条例をここに公布する。 

 

令和７年１２月１６日 

 

太田市長 穂 積 昌 信 

 

太田市条例第６１号 

    

太田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の

一部を改正する条例 

太田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成

１７年太田市条例第２１９号）の一部を次のように改正する。 

別表第１に次のように加える。 

東金井工業団地南第二地区地

区計画 

太田都市計画東金井工業団地南第二

地区地区計画の区域のうち、地区整備

計画が定められた区域 

別表第２東金井工業団地南地区地区整備計画区域の項中「処理に供

するもの」の次に「及び農業集落排水施設」を加え、同表に次のよう

に加える。 

東金

井工

業団

地南

第二

地区

地区

整備

計画

区域 

全域 １ 法別表第２（わ）
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２ カラオケボック

スその他これに類

するもの 
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その他これらに類
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４ 老人福祉センタ

ー、児童厚生施設そ 
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  の他これらに類す

るもの 

５ 自動車教習所 

６ 廃棄物処理法第

２条第２項に規定

する一般廃棄物又

は第４項に規定す

る産業廃棄物の処

理施設（工場その他

の建築物に附属す

るもので、当該建築

物において生じた

廃棄物のみの処理

に供するもの及び

農業集落排水施設

を除く。） 

７ 風営法第２条第

１項、第６項から第

１１項まで及び第

１３項のいずれか

に規定する営業の

用に供するもの（前

各項に規定される

ものを除く。） 
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附 則 

この条例は、令和７年１２月２６日から施行する。 


